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2018 年度調査の実施時期と回答件数

調査対象：JISA会員企業
調査期間：平成30年9月7日～10月31日
回答件数：87社

調査の構成と見方

　本調査は、回答企業の属性を確認する「Ⅰ基礎情
報」、役員や各部門への浸透、取引対価の見直しへ
の対応、連結会社・サプライチェーン全体での取組
状況を問う「Ⅱ．フォローアップにおける重要改善指標
（プロセス）」、価格決定に当たり取引当事者双方
が合意した事項の反映状況、手形の利用状況、生
産性向上に向けた取引先との取組を問う「Ⅲ．
フォローアップにおける重要改善指標（結果、取
引条件）」、業界団体や政府への要望などを問う
「Ⅳ．その他」で構成している。
　本調査における対象取引は、下請ガイドライン
の対象となる取引（広義の下請取引）であり、下
請法対象取引（狭義の下請取引）に限定するもの
ではない。本調査の一部に、下請法対象となる取
引に限定した設問があるが、その部分には、<狭
義>と表示している。

「未来志向型の取引慣行に向けて」に関する自主行動計画の
フォローアップ調査 (2018 年度）集計結果

 情報サービス産業協会　企画調査部

協会活動報告

　2018 年 9 月から 10 月にかけて、JISA では、「情報サービス・ソフトウェア産業における適正取引
の推進のための自主行動計画」の一環として、会員各社の取引適正化に係る取組状況や課題を定量的に把
握するため、経済産業省中小企業庁が定める業界横断的な自主行動計画の「フォローアップ指針」を踏ま
えた調査 ( 以下「2018 年度調査」という。) を実施した。
　本調査は今後も定期的に実施する予定であり、回答企業への謝意と本調査の周知を兼ねて、2018 年
度調査の結果を本稿で紹介する。ご承知のとおり、本調査は、政府の重要施策の一つである未来志向型の
取引慣行の醸成に資する取組であり、取引の現状と課題を把握する上で重要な意義を有している。会員各
位には次年度以降も回答にご協力をお願いしたい。
　なお、自主行動計画策定団体のうち、経済産業省所管の 8 業種 26 団体が 2018 年 9 月から 11 月に
調査を実施し経済産業省中小企業庁に報告したフォローアップ調査の概要は、以下のサイトで公開されて
いるため、参照されたい。

〇中小企業庁
「未来志向型の取引慣行に向けて」に関するフォローアップ調査の結果 (2018 年 12 月 21 日 )
　http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181221008/20181221008.html



JISA Quarterly  No.132  2019  Winter
110

Ⅰ. 基礎情報

設問1．貴社自身の取引上の地位に最も近いものをお答えください。

設問2．貴社の資本金をお答えください。(単独決算)

 

設問3．貴社の従業員数をお答えください。(単独決算)
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設問4．貴社の売上高をお答えください。(単独決算)

 

設問5．貴社への主な発注元について選択してください。【複数回答可】
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Ⅱ . フォローアップにおける重要改善指標（プロセス）

設問6．下請法や下請ガイドライン、自主行動計画の内容について、各部門の役職員に対して、それぞれ

の職責・職務内容に応じて、必要な内容を周知し、教育等を通じて浸透・徹底されています

か。＜広義＞　※該当部門がない場合は「該当なし」を選択

 

設問7．貴社は、下請代金の低減要請の方法について、口頭での要請等、振興基準に記載された望ましく

ない事例を行わないことを徹底していますか。／貴社が「受注側の立場」では、同内容が発注側

企業において徹底されていますか。＜狭義：下請法対象取引＞
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設問8.　設問7の「発注側の立場」で、「実施中」や「未実施」の主な理由をお答えください。【複数回

答可】＜狭義：下請法対象取引＞

設問9．貴社は、取引先から、労務費の上昇に伴う取引対価の見直しの要請があった場合には、十分に協

議することを徹底していますか。／貴社が「受注側の立場」では、同内容が発注側企業において

徹底されていますか。＜広義：取引全般＞

設問10．設問9の「発注側の立場」で、「実施中」や「未実施」の主な理由をお答えください。「発注者

の立場」に該当しない場合には「該当なし」を選択してください。

　　　【複数回答可】＜広義：取引全般＞
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設問11．貴社は、下請代金の支払いについて、現金払い、割引料負担の勘案及び手形等サイトの短縮に

向けた方針や計画を策定していますか。／貴社が「受注側の立場」では、同内容が発注側企業

において策定されていますか。＜狭義：下請法対象取引＞

設問12．設問11の「発注側の立場」で「実施中」や「未実施」の主な理由をお答えください。

　　　　「発注者の立場」に該当しない場合には「該当なし」を選択してください。

　　　　【複数回答可】＜狭義：下請法対象取引＞

設問13．連結会社に対するコンプライアンスの点検項目に適正取引が含まれていますか。

　　　　＜広義：取引全般＞

設問14．サプライチェーン全体で適正取引を進める観点から、直接の取引先を通じて、その先の取引先

へも適正取引の働きかけを実施していますか。「発注者側の立場」に該当しない場合には「該

当なし」を選択してください。＜広義：取引全般＞



115

設問15．「発注者側の立場」となる場合、委託先管理ルール（委託先の選定・調達やプロジェクト管理

に関するルール・マニュアル等）を策定し運用していますか。「発注者側の立場」に該当しな

い場合には「該当なし」を選択してください。＜広義：取引全般＞

設問16．「発注者側の立場」となる場合、適切な対価を払わずに契約外・仕様外で委託先に業務を負わ

せない運用を徹底していますか。「発注者側の立場」に該当しない場合には「該当なし」を選

択してください。＜広義：取引全般＞

設問17．「発注者側の立場」となる場合、多重取引の削減を自主的に進める観点から、技術や専門性の

補完、プロジェクト・マネジメントなどの合理的な理由がある場合は別として、不当に多数の

事業者に重層的に下請けさせる取引は自粛するようにしていますか。「発注者側の立場」に該

当しない場合には「該当なし」を選択してください。＜広義：取引全般＞
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Ⅲ . フォローアップにおける重要改善指標（結果、取引条件）

設問18．平成30年度（上期）に適用する単価の決定・改定にあたり、十分な協議の結果を踏まえ、その

結果を反映できたと考える項目をお答えください。＜狭義：下請法対象取引の範囲、ただし③

及び④については広義：取引全般＞
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設問19．取引対価の決定にあたって、より円滑な協議を行うための課題をお答えください。

　　　　【複数回答可】＜狭義：下請法対象取引＞

設問20．下請代金を手形等で支払っている割合はどれくらいですか。＜狭義：下請法対象取引＞
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設問21．下請代金を手形等で支払っている場合、下請事業者の負担とすることのないよう、現金化にか

かる割引料等のコストを勘案して下請代金の額を決定していますか。

　　　　＜狭義：下請法対象取引＞　※設問18で全て現金払いと回答した場合には回答不要

設問22．下請代金を手形等で支払っている場合、手形等のサイトは最長どれくらいですか。

　　　　＜狭義：下請法対象取引＞　※設問18で全て現金払いと回答した場合には回答不要

設問23．取引先と、生産性の向上に向けて取り組んでいることはありますか。

　　　　【複数回答可】＜広義：取引全般＞
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Ⅳ . その他

設問24．他社へ紹介することができる、サプライチェーン全体での取引適正化に関する取組について、

好事例があれば自由に記載してください。＜広義：取引全般＞

設問25．他社へ紹介することができる、サプライチェーン全体での付加価値向上に関する取組につい

て、好事例があれば自由に記載してください。＜広義：取引全般＞

設問26．取引条件の改善を進める上での課題や、業界団体や政府への対応の要望等があれば自由に記載

してください。＜広義：取引全般＞




